
単位：日額　円

基
本
料
金

ユニット

　サービス提供体制強化加算  介護福祉士が60％以上配置されている場合

　夜勤職員配置加算

　療養食加算

　送　迎　加　算

　若年性認知症者を受け入れた場合

食費と滞在費

　通常の献立とは別に希望により食事を提供した場合・・・追加分実費相当額

　嗜好品・外出などの行事でかかる費用・・・実費相当額

　理美容代・電話料・医療費及び保険外材料費他

 滞　在　費
（特養空床利用）

 滞　在　費

食  　　 費

820

8201,700

1,380

1,700

体
制
加
算

　若年性認知症利用者受入加算

　緊急短期入所受入加算

122

92

18

個
別
加
算
・
減
算

　長期利用減算

　利用者や家族等の事情により、居宅サービス計画において計
画のない短期入所生活介護を受けた場合(最大１４日)

23 　療養食を提供した場合

187

820

432
　利用している訪問看護事業所からサービスの提供を受
けた場合（介護予防を除く）

　認知症の行動・心理症状が認められ医師が緊急に短期
入所生活介護が必要と判断した場合203

　利用者の自宅から当該施設まで、送迎した場合（片道に
つき）

820

300

第２段階

650

1,310

1,310

895

＊利用者負担段階が上記１～３段階に該当し、軽減を受ける方は市町村へ負担限度額認定の申請が必要
です。･･･認定がおり認定証が発行された場合は利用の際にご持参願います。

第４段階 第１段階 備　　　考

　認知症行動・心理症状緊急
対応加算

 在宅中重度者受入加算

　入所日・退所日において食事の提供
が１食の場合は４６０円、２食の場合は９
２０円とします。
　なお軽減対象（第1段階～第3段階）の
方は負担限度額までとします。

390

連続30日を超えて同一事業所を利用した場合△ 31

その他の費用

(利用された場合のみ）

第３段階

堀川南光風苑短期入所料金表 H29.4.1～

介　護　予　防 介　　護　　サ　　ー　　ビ　　ス

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

※介護サービスを利用した額の合計が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護サービス
費」として支給されます。また介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、｢高額医療合算介護サー
ビス費｣が支給されます。

要支援１ 要支援２

517 642

介護職処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員の処遇改善のための加算
「基本＋その他の加算」の料金額に8.3％を乗じた額

＊上記料金には、富山市の地域単価10.17を乗じて算出しています。円未満の端数の関係で、請求額に多少の誤差が生じます。

＊自己負担の割合が２割の方は上記金額に２を乗じた金額となります。

 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以
上上回っている場合

18

962689 756 828


